
            
 
 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事労務担当者、労働者など、どなたでも 

 

３0 名 事前申込制（先着順） ※申込期限 11/24（木）  

 

電話（0463-22-2711（代）） 

ファクシミリ （裏面の申込書） 

ホームページ httpｓ://www.pref.kanagawa.jp/docs/dh3/cnt/f7598/ 

 

 

広がる副業兼業・フリーランス 

講師 

定員 

申込方法 

対象 

令和４年 11 月 25 日（⾦）15:00〜17:00 
おだわら市⺠交流センターUMECO 会議室１〜３ 
小田原駅東口より徒歩３分（詳細は裏⾯参照） 

 原 昌登 氏 

特定課題講座（小田原市） 

主催：神奈川県かながわ労働センター湘南支所 （申込・問合せ 0463-22-2711（代））、小田原市 

後援：小田原箱根商工会議所 

参加無料 

かながわ労働センター湘南支所 検索 

＜講義内容＞ 

◇副業兼業・フリーランスに関する法律・

ガイドライン等の最新情報 

◇労働時間管理（副業兼業） 

◇労働者性の問題（フリーランス）等 

成蹊大学法学部教授 

ポストコロナに向けて、ますます広がる副業兼業・フリーランスという新しい働き

方。労働者も使用者も知っておくべきルールを成蹊大学の原 昌登先生が分かりやす

く講義します。 

 

をめぐるルール︕ 



受講申込書  

神奈川県かながわ労働センター湘南支所 宛 
ふりがな 

氏名※ 

 連絡先電話番号※ 
（昼間連絡のとれる番号） 

 

住所 

(市区町村名のみ) 

    市    区 

    町 

    村 

受講者区分 

(該当の数字に○印) 

１ 人事・労務担当者 

２ 労働者 

３ その他 

当講座をどちらでお知りになりましたか（○印） 

1.県ホームページ、2.市ホームページ、3.市広報紙、4.県から直送されたチラシ、 

5.商工会議所会報、6.メールマガジン(発行元：          )、 

7.配架チラシ(入手場所：        )、8.その他（             ） 

※は必須事項（必ず御記入ください） 

申込は先着順です。定員を超え、参加いただけない場合のみ御連絡します。 

連絡がない場合は御参加いただけますので、当日直接会場にお越しください。 

【受講にあたっての注意事項】 

■御記入いただいた個人情報は、本講座に関してのみ利用し、目的外には利用しません。ただし、新

型コロナウイルス感染症等に関連して、会場の施設管理者や保健所等の公的機関に受講者氏名、電

話番号等の必要な情報提供をする場合がありますので、御了承ください。 

■新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受付時の検温、入室時の手指の消毒、会場内でのマスク

の着用等の感染症対策への御協力をお願いします。また、発熱、咳、のどの痛みなど風邪の症状や

倦怠感があるなどの体調が優れない方、新型コロナウイルス感染の疑いのある方は、受講を御遠慮

ください。 

■新型コロナウイルス感染症の状況や、災害等のやむを得ない事情によって、本講座の開催を中止す

る場合があります。最新の情報は、「かながわ労働センター湘南支所ホームページ」でお知らせし

ます。 

  

 
■所在地 小田原市栄町１丁目１番２７号 
■ＪＲ小田原駅東口より徒歩約３分 
■本施設は有料駐車場施設の１階部分にありますが、専用の駐車場はありません。 

 

 

 

会場︓おだわら市⺠交流センターUMECO 会議室 1〜３ 

かながわ労働センター湘南支所 ＦＡＸ 0463-21-2848 
「広がる副業兼業・フリーランスをめぐるルール」 
 

←熱海方面  

小田原駅東口 
から徒歩約３分 
 

交番前 


